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平成28年８月１日（月）午後１時、青山学院大学

渋谷キャンパスを会場に59大学９短期大学より、理

事長、学長、副理事長・理事、副学長・学長補佐、教

務　部長、学部長、短期大学学科長等関係者が参集し

て「学士課程教育の質的転換に向けた課題とICT活用

を含む改革方策」をテーマに開催した。

開会にあたり、向殿政男会長
（明治大学）より、「三つのポリシ
ーによる実質化を認識した上で、

ICTを活用した内部質保証の課題

や戦略の議論を通じて、教育のイ

ノベーションが前進していく機会

にしたい」との挨拶があった。

次いで、会場校を代表して、青
山学院大学の三木義一学長より、
「本日のテーマをよく検討し、将

来的には『ICTの青山』と言われ

る大学に変革していきたいと考え

ている」との挨拶があった後、プ

ログラムに入った。

講　演

「ディプロマ・カリキュラム・アドミッ
ションの三つのポリシーをどのように
策定し、改革を実質化していくのか」

教育改革FD/ICT理事長・学長等会議開催報告

―学士課程教育の質的転換に向けた課題とICT活用を含む改革方策―
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濱名　　篤氏（文部科学省中央
教育審議会委員、関西国際大学学
長、学校法人濱名学院理事長）よ
り、中央教育審議会大学分科会大

学教育部会で作成した三つのポリ

シーの策定及び運用に関するガイ

ドラインをとりまとめた経緯の説

明と関西国際大学における３ポリシー見直しとアセス

メントポリシーについて、主に次のような紹介が行わ

れた。

１. 質保証についての現状と可視化の方向性
（１）三つのポリシー制度化の経緯
「卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー、以下「DP」と言う）」、「教育課程編成・実施の方

針（カリキュラム・ポリシー、以下「CP」と言う）」、

「入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー、

以下「AP」と言う）」の三つのポリシーを平成29年３

月までに文部科学省から「一貫性あるものとして策定

し、公表する」ことの通知が行われ、学校教育法施行

規則の改正により、全ての大学に義務づけられること

になった。その際、三つのポリシーの「策定及び運用

に関するガイドライン」（下図）が中央教育審議会大

学分科会大学教育部会で作成・公表された。
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（２）三つのポリシー策定のガイドライン
ガイドライン策定に当たっての総論的な留意事項と

して、策定単位は、専門と教養を統合した学位プログ

ラムを基本とすることが望ましいとし、各大学での判

断としている。また、三つのポリシー相互の一貫性・

整合性に留意して、分かりやすい表現で作成すること

が重要としている。

個別的な留意事項として、DPは、「学生に何ができ

るようになるのか」が重要で、学生が身につけるべき

資質・能力をできる限り具体的に示し、大学教育の

PDCAサイクルの起点としている。CPは、学生が身に

つけるべき資質・能力の目標を実現するために、どの

ような教育内容や教育方法を組織的に展開するのか、

その中で学位プログラムごとに定めた目標が達成され

ているかどうか、学修成果の評価の在り方を具体的に

示すとしている。APは、DP、CPの目標・内容を踏ま

え、学位プログラム教育を受ける力があるか、DP、

CPに定めた教育に耐えられる条件をできるだけ具体

的に示した上で、多様な学生を評価でき得る選抜方法

をとることを求めている。

私立大学の内、アセスメント・ポリシーを全学で定

めている割合は、2014年度の私立学校振興共済事業

団調査によれば6.9％、一部の学部で1.3％と合わせて

8.2％と、ほとんどの私立大学は設定した目標をどの

ように検証するかという方針がない状態で定めてい

る。GPAで何を測っているのか、という学内の合意が

ない。学修成果の何を測ろうとしているのか、分から

なければその評価は社会から信用されない。そのよう

な状態で作成されたポリシーは、社会から機能してい

ないと指摘され、通用性がない。

（３）質保証可視化の方法
問われているのは何の評価か、授業評価しているこ

とが質保証ではない。日本では、教養

教育と専門教育が融合あるいは統合さ

れていないことを問題視して、学位プ

ログラムとして124単位を１パッケージ

と言うようになった。学位プログラム

を策定の単位として三つのポリシーを

設定するには、全学レベルのガイドラ

インを先に作り、それとの整合性を意

識する中で設定することが重要で、そ

の際に大学全体として共通の評価方針

を確立しておく必要がある。ところが、

今回の制度化では、アセスメント・ポ

リシーが法制化の対象にならなかった

ため、CPの中に入れることになり、CP

の内容が教育内容、教育方法、評価の

３つを含むことになった。重視しなけ

ればいけないのは、三つのポリシーそ

れぞれを検証・測定できることである。

学位プログラムを測定可能な方法で

検証するには、卒業及び学位授与の要

件と位置づけた学修成果が達成されて

いるかが最も重要な評価で、大学にそ

のような検証の仕組みが問われている。

検証は、個々の学生や授業科目の内容について点検す

る部分は出てくるが、全学生、全科目について評価す

ることではない。評価方法は目的に合わせて設定すれ

ばいい。一つの尺度・方法ではなく、例えば、就職率

ではなく、就職後の離職率、国家試験の合格率など多

元的・複眼的に評価したほうが良い。

２．関西国際大学における三つのポリシー見直し
とアセスメント・ポリシー

本学では、三つのポリシーの見直しを行い、平成

28年４月に公開した。見直し前のポリシーでは、到

達目標を全学共通の５項目と学部・学科ごとの専門知

識の３項目合わせた８項目の２階建に分かれていた

が、学生も教員も目標を意識しつづけることが困難で

あったことから、専門教育以外も含めた到達目標を

「自分事」化できるように６項目とし、測定可能なア

セスメントをどのように三つのポリシーに取り入れる

のか、最終的には学長を中心に全学ポリシーを検討し、

決定した。

（１）全学ポリシー（ガイドライン）と学位プログラム
ポリシーの整合性

①　全学DPの設定
全学ポリシーは、全ての学生が卒業までに身に付け

る能力で、「自律できる力」、「社会に貢献できる力」、

「心豊かな世界市民としての資質」、「問題発見・解決

力」、「コミュニケーション能力」としている。これら

の能力を大学の共通到達目標（KUIS学修ベンチマー

ク）の５項目（下図）を設定し、４年間の学びの羅針

盤として明示した。さらに評価尺度として、例えば、

「自律できる力」では中項目で「知的好奇心、自律性」

とし、「社会に貢献できる力」では、「規範遵守、社会

的能動性」とし、これをルーブリック化して、半年に

中項目の説明
新しい知識や技能、社会におけるさまざまな現象や問題を学
ぶことに、自ら関心や意欲をもつことができる

自分の行動には責任が伴うことを自覚し、自らを律しつつ設
定した目標の実現に向けて積極的に取り組み、最後までやり
とげることができる
複数の人々と暮らす社会の決まりごとを尊重し、その背景や
意義を理解して、協調的に行動することができる

自分の役割や責任を理解し、他者との積極的な協働や交流を
通して、社会のために行動することができる

自分や、自分と同じ社会的・文化的背景を持つ人たち、異な
る社会的・文化的背景を持つ人たちがいることを理解し、多
様な世界や社会を大切に考え、柔軟に行動することができる

他者と接するときに、感覚や感性を働かせ、相手の立場に立
って考え、共感を示すことができる

必要な情報や信頼できる情報をさまざまな方法を使って集め、
解決の視点から必要な情報を取捨選択し、整理・保存しなが
ら活用することができる
現状から何が問題であるかを発見し、その解決に向けた課題
を考えることができる

偏った判断をすることなく、その時・その場の状況（TPO）
に応じて判断し、論理的に考えることができる

問題解決に向けて見通しのある計画を立て、検証及び修正し
ながら実行することができる

言語的及び非言語的な表現方法を工夫しながら、自分の思い
や考えをわかりやすく効果的に表すことができる

他者の発言を傾聴し、文章を読解して、その内容の要点をと
らえ、自分の疑問や主張をまとめて、他者と意見の交換や調
整をすることができる

中項目
知的好奇心

自律性

規範遵守

社会的能動性

多様性理解

共感的態度

情報収集・活用力

問題発見力

論理的思考/判断力

計画・実行力

自己表現力

意見交換・調整力

大項目の説明
自分の目標をもち、その実現のため
に、自ら考え、意欲的に行動すると
ともに、自らを律しつつ、自分の行
動には責任が伴うことを自覚できる

社会の決まりごとを大切に考え、社
会や他者のために勇気をもって行動
し、貢献することができる

多様な世界の人々や自分たちの社会
について理解を深め、他者に対する
共感的な感覚や態度を身につけ、世
界市民として行動できる

状況に応じて、情報ツールを活用し、
情報収集や情報分析ができ、問題を
発見したり、解決のアイデアを構想
したりする思考力や判断力を身につ
け、問題を解決することができる

社会生活を営む上で、他人の思いや
考えを受け止め、理解するとともに、
自分の思いや考えを的確に表現し、
意見を交わすことができる

大項目
自律できる人間に
なる

社会に貢献できる
人間になる

心豊かな世界市民
になる

問題解決能力を身
につける

コミュニケーショ
ン能力を身につけ
る

《KUIS学修ベンチマーク（大項目・中項目）》
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「評価と実践Ⅰ」、「評価と実践Ⅱ」を履修し、第三者

に説明できるようにしている。

「教育方法」では、共通教育の責任は全段階で負う

ため、主体的な学びの力を高めるために、アクティ

ブ・ラーニングを専門教育科目で実施し、ｅポートフ

ォリオで学修成果と学生生活の「ふりかえり」を行う。

また、各学期末に「KUIS学修ベンチマーク」の達成

度を学生に自己評価させ、アドバイザー教員との面談

を通して「ふりかえり」している。

「教育評価」では、「到達度試験」を２年生終了時

に行い、卒業研究の基礎レベルの専門必修科目の修得

度を確認する。年に４回再試験があり、それに合格し

なければ卒業検定がとれない。卒業研究（必修）の評

価は、学位プログラムの質保証の仕組みを確認するた

め、学生全員でなくサンプリングし、複数教員でルー

ブリックを活用して総括的な評価を行うことにしてい

る。

その上でAPへの適応としては、DP、CPに定める教

育を受けるために必要な、知識・技能や能力、目的意

識・意欲を備えた人を求めるとし、例えば、高校調査

書の重視、集団面接で教育、保育、社会福祉領域の仕

事に就く意欲の確認、知識や情報をもとにした論述対

応、アクティブ・ラーニングへの参加を確認するグル

ープワーク、ｅラーニングによる入学前教育での学修

習慣の把握などの工夫をした。

（２）３ポリシーを可視化するためのアセスメント
全学の方針を前提に学部・学科又は学位を単位にポ

リシーを作る時には、検証・測定を行う「観点・基準」

と「尺度」が必要である。定量化しやすい評価として

は、国家試験の合格率、英語など標準化テストのスコ

ア等がある。定量化しにくい評価では、ルーブリック

を活用した学修成果の評価や行動評価、eポートフォ

リオ、フォーカス・グループ・インタビュー等があり、

教育プログラムが適切に動いているかが把握できる。

定員超過率1.1倍の中で質保証を厳格にすると中退

率10％でも定員割れとなる問題が生じる恐れがある。

その際に重要なことは、CPを充たした教育が実施さ

れているのか、DPを充たして学修成果が上がってい

るのか、さらにはDPやCPで必要な条件を測る選考が

できているのか、APが必要な能力や状況を測ってい

たのかを検証していかなければならない。

DP、CP、APで目標を設定（「Plan」）し、それを教

育活動、高大接続、入試として展開（「Do」）してい

くには、目標に沿った成果を確認（「Check」）するこ

とが必要で、その基本方針を定めたものがアセスメン

ト・ポリシーである。以下の図を参照されたい。
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１回学生に点検させる。その上で教員と面談を行い、

４年間で８回程度評価を行い、その結果をレーダチャ

ート化して、どのように変化したかを可視化できるよ

うにした。

②　学位プログラムへの適応例
その上で、上記５項目の共通到達目標からなる全学

ポリシーを各学科に適応させる例として、以下に「教

育福祉学科」の場合を紹介する。

まず、全学ポリシーをこの学科のDPにどのように

適応させるか、以下の通り見直し、卒業認定と学位授

与の方針を策定した。

例えば、全学ポリシーで設定した「自律できる力」

を「自律的で意欲的な態度」とし、教育・社会福祉業

務に主体的・自律的に取り組むことができるとした。

また、「社会に貢献できる力」は、「社会や他者に能動

的に貢献する姿勢」とし、一般的な社会的貢献性では

なく、教員・社会福祉事業者として地域社会の動向を

踏まえ、社会や他者のために責任ある行動をとること

ができるなどとした。

次に、CPへの適応としては、DPに掲げた目標を達

成するために、教育内容と教育方法、教育評価を行う

ことにした。

例えば、「教育内容」では、２年次又は３年次に大

学が旅費を負担する海外プログラム（グローバルスタ

ディ）でのコミュニケーション能力の育成や、その前

提で必修科目としての「リサーチ入門」を１年次に履

修させる。また、社会的貢献性を育成するために、全

ての学生に１年次に地域での体験活動としてサービス

ラーニング、又はインターンシップを選択必修として

いる。さらに、学生全員に学修成果の自己評価の意義

と重要性を理解させ、評価能力の向上を高めるために、

1
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それに基づいて自己点検評価が行われ、認証評価、

外部評価することが評価活動フローになり、評価活動

を受けた結果として、改善（「Action」）につながるこ

とがPDCAと三つのポリシーの関係となる。そのよう

なことから「Check」の評価対象は、DPの目標、CP

の教育内容、教育方法、さらにはAPの選抜も含まれ

ることになる。以下に、本大学でのアセスメント・ポ

リシーを紹介する。

３．関西国際大学のアセスメント・ポリシー
本学のアセスメント・ポリシーは、一つはプログラ

ム評価、二つは授業科目を対象とする評価、三つは学

生個人を対象とする評価とした。

プログラム評価では、下図の通り、大学及び学部・

学科の学修達成目標が達成されているか、達成される

カリキュラムになっているかが重要で、そのために学

生のベンチマ－クチェックを集計し、２年生の修了段

階で専門必修科目の到達度試験の結果を見ることにし

ている。また、卒業研究は全てを対象とするのでなく

サンプリングして、ルーブリックで集団評価している。

達成度の低い項目を要因分析し、活動内容や目標レベ

ルの改善を行うことにしている。

授業科目を対象とする評価では、下図の通り、学修

内容・教育方法、達成状況を測定できる評価方法が採

用されているかを点検するために、成績評価終了後、

教員に担当科目の評価を実施し、達成度が低い目標の

内容、教育方法、課題の適切性、学修支援の利用状況

などを振り返ることにしている。

リフレクション・デイを設けている。そこでは、成績

表とレーポートやテストの採点結果を学生に返却し、

前学期の振り返りを行う。ベンチマークをチェックし、

それに基づいてアドバイザー教員と、今学期の目標と

計画の設定について面談し、学生が授業で目標を自覚

することに気づかせるようにしている。

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

４．結論
三つのポリシーを作ることによって何が変わるの

か。一つは、高校教育と大学教育の連続性・継続性・

発展性が構築できるようになる。

二つは、汎用性を持った「知識・技能」、「思考力・

判断力・表現力」、「主体的態度」といった学力の３要

素を育成する大学教育の質保証メカニズムを確立でき

る。

三つは、入試が変わることで学生の質・量が変わる

可能性がある。

学修成果の可視化は必然的であり、世界中で避けて

通れない。三つのポリシー、とりわけDPが一番重要

であり、測定可能なものにし、その結果を大学自らが

説明する責任を負っている。私立大学は他律的に評価

されるのではなく、自らの教育理念等と汎用的知識・

スキル・態度を組み合わせて作成した目標を、複数の

方法を組み合わせて能動的に測定・検証・評価するこ

とが必要である。

【質問】定員10％未満にする問題とDPなど質保証を厳

格にすることで、全員をどのように卒業させたら

いいのか。

【回答】文部科学省では、定員超過の問題と三つのポ
リシーを一体的な問題として考えていくらしい。

定員超過と質保証をどのように両立するか非常に

難しい。両立して行くには、学生をモニタリング

し、重層的な学修支援などで留年による定員割れ

を考える必要があるが、このような指摘は私だけ

なので中央教育審議会等の場で指摘して行きたい

と思う。

講　演

「教員中心の授業科目編成から学位プログ
ラム中心の授業科目編成への転換を目指
している教学マネジメントの試み」

学生個人を対象とする評価では、右上図の通り、

個々の学生が学修到達目標を達成しているか、他者に

説明できることを評価するために、９月末と３月末に
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具体的な質保証システムとしては、上図の通

り、PDCAサイクルによる計画、実行、評価、

改善を導入しているが、十分機能しているかは

疑問ないわけではないが、教職員自らが認識す

る段階にあると思う。とりわけ、計画段階では

現在三つの方針の見直しが求められており、内

容が新たに書き加わることが予定されている。

質保証システムの実質化を推進するため、平

成21年度から25年度にかけて、カリキュラム

マップによる履修到達度・課程編成の改善、学

生の振り返りによる自己省察、卒業生アンケー

トによる分析、学生アンケートによる授業改善

など、早期の段階より内部質保証に重点を置き、

教育方針の明確化、教育課程の体系化、単位制

度の実質化、学生ポートフォリオと学務情報と

のシステム連携の取り組みを行ってきた。また、

教職協働の場づくりを通して、教職員の交流と学生の

参加を含む教育改善活動の全学的展開を試みている。

そのような動きの中で、教育改善、教育の質向上を

牽引する組織に脱皮するため、平成28年４月からこ

れまでの「大学教育総合センター」から「高大接続・

全学教育推進センター」への組織改編が行われた。新

組織は、学生の入学から卒業までを統括・点検するた

め、下図の通り「学生IR部門」、「高大接続部門」、「全

学教育部門」、「教育開発・学修支援部門」とした。学

生IRとは、従来の学部情報、学生ポートフォリオ、学

事業活動報告

海外出張のた

め、梅澤　修氏
（横浜国立大学副
学長）より、ビ
デオによる講演

が行われ、その

後で補足説明及

び質疑が同大学

の曽根　健吾氏（全学教育推進センター特任教員）か
ら行われた。

１．質保証に向けた取り組み
横浜国立大学では、学士課程教育にお

ける教育目標達成のため、学位授与方針、

教育課程編成・実施方針及び入学者受入

の三つの方針に加え、教育の質の持続的

向上を目指すFDの推進を含めた４つの方

針について『「学士力を磨く」YNU

Initiative』という冊子を作成し、公表し

ている。その中で学生に身につけて欲し

い４つの実践的な「知」として、知識・

教養、思考力、コミュニにケーション能

力、倫理観・責任感を掲げ、幅広い教養

や確かな専門知識などに基づいて、積極

的に課題解決に取り組み、適切に判断す

る能力を持つ人材育成を目指して教育を

推進している。

生授業アンケートなどの教学IRに加えて、学生自身が

どのようにキャリアアップしてきたか、入学から卒業

修了後まで一人ひとりのデータを一貫して見通すこと

により、主体的な学びの実現、社会が求める人材育成

を学生行動調査等重視するIRの概念を用いて点検する

ことにした。

２．学修成果の可視化
そのような中で学修成果がどのように得られている

のか、キャリア科目がどの程度利用され、卒業生が社

会でどのような能力を要求されているのか、学士力と

梅澤氏 曽根氏

15

ITC
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４．学位プログラム中心の授業科目編成に向けて
教員中心の授業科目編成から、学位プログラム中心

の授業科目編成に転換していくには、意識の高い教員、

一部の教員が推進するのではなく、組織全体として意

識を共有できるよう働きかけをするべきだと思ってい

る。学生に向けた様々な学修成果ということだけでは

なく、可視化が教職員内組織における授業科目の相互

改善に結びつくようにする意識作りが非常に重要とな

る。（下図参照）

相互改善に必要な要件としては、下図の通り、外的

には学問分野からのアプローチによる分野別の質保証

が必要となる。また、社会からの評価を踏まえて学生

に身につけるべき獲得能力、社会人基礎力を相互に点

検する中で、授業方法・内容の調整・改善が必要であ

る。内的には全ての教職員が参画する教学マネジメン

ト体制が必要で、そのためには教員、職員とも学部・

学科、課などを超えた経験知と関心の拡大を図る中で、

次を見据えることが重要である。

【補足説明】
成績評価の厳格化、評価の見える化に向けた
全学的な取り組みとIR活動の推進

ここ数年各部局で学生を対象として様々な調査を実

施してデータが整備されてきているが、部局ごとの力

が強いこともあり、一元的にデータを分析して提案や

改善するまでには至っていない。

例えば、学生の成績、GPA、履修回数のような直接

評価のデータや、学生調査データ、就業力アセスメント

調査（PROG）、卒業時アンケート、学生による授業ア

ンケート、教養教育アンケートなど、学内にある様々

なデータを活用して分析し、どのような改善が必要な

のか、どのように取り組むべきか、改善提案を発信で

就業力の可視化を行うために、前ページ下図の通り、

平成30年度に向けた工程表を設けて主体的な学びの

デザイン構築プロジェクトとして、文部科学省の大学

教育再生加速プログラムに採択され、活動を始めた。

具体的には、学士力の可視化として、授業ごとの成

績評価の分布、学生調査データ、教学データの分析に

よる学修実態、成長感の把握などに着手しているが、

今後は教学データの一元化に資すること、個々のIR活

動を推進・拡充し、提言できるようにすることが課題

となっている。

就業力の可視化として、学生ポートフォリオの改修

に着手しているが、工夫がさらに必要である。また、

リテラシーとコンピテンシーの側面から、１年生、３

年生を対象に就業力アセスメントを行い、結果を分析

し、課題が集積されてきているので、今後はキャリア

教育の再体系化に向けた学修支援体制の確立と教学デ

ータの反映が課題となっている。

授業方法と成績評価の改善では、FD・SD活動を通

じてFDミニシンポジウム、学生FD活動などを行って

いる。新たな取り組みとしては、「授業設計と成績評

価ガイドライン」を策定し、ルーブリックとしてシラ

バスに登録して全教員に周知している。

３．教学マネジメント体制の構築に向けて
現在は、各学部の教務委員長が参画する教学マネジ

メントチーム会議を設けて、教員に情報を提供する中

で学修成果の可視化に取り組んでいるが、組織的に教

育活動の成果を追及していくには、学位プログラム中

心の授業科目編成に変えていく課題を抱えている。そ

れを全学的に推進するために、様々な部会を通じて高

大接続・全学教育推進センターと連携する全学教育改

革の推進体制を組んでいる。

一例として、３ポリシーを見直しすると同時に、カ

リキュラムにナンバリングを導入し、縦割りの教育シ

ステムについて教養科目の内容を高度化して高年次向

けで履修させるか、早い段階で専攻科目を履修させる

など、カリキュラムツリーによる履修の体系化を働き

かけたいと考えている（下図参照）。また、初年次か

ら積極的に学修に入れるように高校生の段階からの働

きかけとして、入試改革、初年次・導入教育改革、学

事暦の多様化などによるグローバル教育改革を通した

全学教育改革のシステムを考えている。
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きるようにする取り組みが重要な課題となっている。

一つは、初年次の段階からどのように主体的に学ぶ

姿勢を醸成していくのか、卒業段階で社会に通用する

ための対人基礎力、対課題基礎力をどのように伸ばし

ていくのか、グローバル社会で求められる主体的に行

動できる状況適応力をどのように図っていくのか、学

生IRによりデータを分析・対策を立案・実行した上

で、効果の検証・改善策の提案を、執行部や教職員等

に情報発信し、理解を促進するところになっている。

二つは、学士力の可視化において、授業科目の成績

分布に偏りが見られたことから、データの信頼性を高

めるために３年程時間をかけて成績評価の基準を明確

化し、全学で統一することになり、平成27年度に下

図の通り、「授業設計と成績評価ガイドライン」を全

学で導入した。

事業活動報告

成績評価を厳格化することに焦点を当てるのでな

く、授業改善に向けたPDCAサイクルを意識して、よ

り質の高い授業へ工夫と改善を重ねる中で成績評価を

考えた。成績評価では、主体的な学びの評価も合わせ

て、目標を越えて主体的に学修したレベルには、「秀」

として一番良い評価を設けた（下図参照）。

全体討議

「学士課程教育の質的転換に向けた課題と
ICT活用を含む改革方策を考える」

【話題提供】
「シラバスによる教学マネジメントとIRによる
修学指導の取り組み」

河合　儀昌氏（金沢工業大学常
任理事、情報処理サービスセンタ
ー所長）より、主に次のような紹
介が行われた。

１．シラバスと教学マネジメント
本学では、教育改革における目標を明確化するため、

学園ビジョンの中で「自ら考え行動する技術者の育成」

を教育の実践目標としている。具体的には、学生、教

員、職員が実践する目標について、学生は「知識から

知恵に」、教員は「教える教育から学ぶ教育へ」、職員

は「顧客満足度の向上」を常に意識することを共通認

識としている。また、学部・学科の教育目標、科目群

の教育目標を体系化するため、教育理念、授業科目の

目的、学修・教育内容を明示し、学生自らが積極的に

学修できるようにするとともに、自己点検・評価の一

環として、授業内容を公開し、教育機関としての責任

を明確にしている。これらの目的を実現するため、シ

ラバスの内容について教員相互による確認を行うとと

もに、授業内容に関する自己点検評価もシラバスと関

連して行っている。

（１）教育内容の確認
教育改革の中で新たな学修プロセスを導入する際

に、学修評価の内容を始めとしたシラバスの改訂を行

ってきた。例えば、試験、クイズ、小テスト、レポー

ト、ポートフォリオなど複数の評価方法が採用されて

いるのか、評価の割合が科目の総合力を表す指標とし

て適切であるのか、最終的には学生の行動目標に結び

ついているかなど、シラバスの記載内容が大学の方針

が適切に反映されているかを教員間で確認を行ってい

る。また、文部科学省の「地(知)の拠点整備事業」に

採択されたことを受けて、全学で「地域連携」に関連

する科目の活動の要素がシラバスに提示されているか

の確認も行っている。このように教育の目標や仕組み

が変わる際には、シラバスの内容を通じて大学の方針

との整合性を相互点検しており、主に学科の主任教員、

学科長で行っている。

（２）授業内容の自己点検評価
シラバスの教育目標には、学科の教育目標との関連

を踏まえ、「学生が達成すべき行動目標」を明示して

いる。全学で実施する授業アンケートでは、学生の行

動目標を授業アンケートの評価項目に転載し、学生各

自が達成度の自己評価を行っている。また、授業アン

ケートの結果を受けて、教員は授業の自己評価を行っ

ている。学生からのコメント等を分析し、次年度にお

学生と教員間で成績評価の項目と評価内容を共有で

きるようにするため、授業ごとに担当教員が「授業別

ルーブリック」を作成し、電子シラバス上で学生に公

表することで、学位プログラム中心の授業科目編成で

科目の特性を明確化することにした。その際、ルーブ

リックを教員が手軽に作成し、授業改善に活用できる

よう社会科学系と理工系の「作成マニュアル」を用意

することにした。但し、理工系の科目は評価項目や評

価基準（達成度のレベル）との照合がしやすいが、社

会科学系の科目は評価項目・基準が抽象的となり、具

体的な評価にたどり着かないという課題がある。

�

�

�
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ける改善方法を考え提示していくことで、シラバスが

学生、教員共通の点検評価項目として活用され、カリ

キュラムを通した教学マネジメント実践の一つとなっ

ている。　

シラバスの作成は、全てWebシステムの「学習支援

計画書登録システム」で行っている。登録の際にシラ

バスの内容確認を学科の主任教員が行い、問題なけれ

ば確認ボタンを押して公開される。問題があればシス

テム上で差し戻し、修正することにしており、確認が

とられない限り公開されないので授業は成立しないこ

とになり、シラバスの内容が具体的に反映されること

で教学マネジメントが機能するようになっている。

（３）ｅ－シラバスの開発・運用
平成26年度に採択された文部科学省の「大学教育

再生加速プログラム」で「ｅ－シラバスシステム」を

開発した。ｅ－シラバスの特徴は、授業の学修ポータ

ルとして、授業に関連するコンテンツを集約して提供

することで、アクティブラーニングを促進する。また、

授業と課外活動の相乗的な効果で人材育成できるよう

に、ｅ－シラバスで連動するようにしている。上図の

通り、毎回における授業内容の説明、予習課題の「E

ラーニングシステム」、「ビデオ学習システム」、学習

教材の「教材配信システム」など各種教材の登録、利

用期限、提出期限等の設定や管理を統合する機能と、

「予習確認シート」、「ポートフォリオ」、「レポート」

などにより、教員が学生の学修状況を把握して授業に

臨むことができる実績管理の機能を提供している。

（４）ｅ－シラバスの利用状況
平成28年４月からｅ－シラバスの運用が開始され

た。前学期に開講している全授業1,181の中で、e－シ

ラバスを利用している授業が６月で638、予習・復習

などの課題として教材が登録されている授業が433、

各月当りの学生ログイン数は10万回を超えており、

１学生当り20回程度ｅ－シラバスを使用している。

学生からは、教員からの課題提出への対応や学修に必

要な情報が全てｅ－シラバスに統合されているので、

便利になったとの感想が多い。

２．IRによる修学指導の取り組み
平成20年度より留年者、退学者が増加傾向を示し

たことから、退学に至る状況を未然に防ぎ、希望する

進路・卒業に導く指導を行うため、IRを用いたデータ

分析と解決に向けた施策の立案・実施を迅速に行う修

学指導の取り組みを始めた。体制としては、次ページ

のように学生の情報を各部門（情報部門、教学組織の

学生部、大学事務局の学生部門、進路部門、産学連携

部門、IR部門、カウンセリング部門）から収集できる

よう、各部門を横断する「修学指導対策会議」を設け、

各種IRデータを用いて学生の変化を早期にキャッチす
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る仕組みを下図のように作ることにした。 １．学修成果の可視化への取り組み
（１）FDの活動
教員に対する授業改善の支援を目的として、2000

年に教育・学習支援センタ－（CETL）を開設し、

2002年に学生参加型授業、いわゆるアクティブ・ラ

ーニングの組織的導入を始めた。翌年には、特色GP

で「『学生中心の大学』のための教育・学習支援」が

採択されたこともあり、FD活動を浸透させることが

できるようになり、協同教育のLTD（話し合いによる

学習）の手法をCETLの取り組みとして、組織的に導

入した。そのような経緯から、現在では約８割程度の

授業でアクティブ・ラーニングが実施されている。

（２）FDの体制
全学的なFD委員会があり、副学長を委員長として

学部長等を構成員に、学士課程教育機構とCETLで対

応している。学外公開FDとして創価大学ＦＤフォー

ラムを年に1回、学士課程教育機構セミナーを年６回

程度実施している。また、学内向けにCETLによる勉

強会を随時実施している。しかし、参加教員が固定し、

拡大しないことから、教授会でFD活動の資料を配布

して概要説明することで、教員全員が、情報を共有で

きる体制をとった。FDの年間目標を３年ごとに設定

し、授業外時間数の拡大、シラバスの到達目標の明確

化などを目指してきたが、現在は、到達目標の達成状

況を確認する学修成果の可視化を目標にしている。特

に、共通科目は、３年に１回、報告書の提出を義務づ

けている。

（３）大学教育再生加速プログラム（AP）事業での取り
組み

①　AP事業による取り組みの概要
建学の精神に基づく、創造的人間の育成を実施して

いくには、下図のように、二つの柱を設けて進めてい

る。一つは、学修目標を意識してその達成に自らの学び

を律し、真に能動的な学修となるよう、アクティブ・

ラーニングの質的向上を図る。二つは、学生各自が学

修成果の達成をルーブリックで自己評価し、その結果

を学生と教員が共有して学修成果を可視化すること

で、学生と教員相互による評価文化の醸成を目指す。

例えば、IRデータを用いた取り組みとして、１年生

を終了した段階で修得単位数と成績評価（GPAに相当

する最高値を４としたQPA）を相関し、単位修得/成

績状況が非常に悪い学生の集団を特定し、これら学生

集団が卒業できるかどうか、過去に遡って卒業状況を

分析した結果、ほとんどの学生が卒業していなかった

ことが判明した。

そこで１年生の段階で保護者も含めた早期の修学指

導を行い、１年生から３年生までのクラス指導を担当

する修学アドバイザ－に修学リスクの高い学生の情報

を提示し、個別指導のサイクルを徹底した。このよう

な指導情報を下図のようにシステム上で情報を共有す

ることで、教職協働で修学状況悪化の未然防止を行っ

ている。

【話題提供】
「学修成果の可視化と学生・教員による相互評
価の促進」

望月　雅光氏（創価大学教育・
学習支援センター長）より、主に
次のような紹介が行われた。

AP

FD

SA
300

AL

AL
30 60

LTD,PBL,TBL
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アセスメントの内容は、既存の電子ポートフォリオ

に限界があるので、敢えて別に、ショーケース型の電

子ポートフォリオを作り、学びの集大成として、自ら

の学びを発表できる場を設けることにしている。例え

ば、任意なイベントで、学生相互に成長を承認し合っ

たり、オープンキャンパスで後輩に学修成果をアピー

ルしたり、卒業時に何等かの形で、成績優秀者がプレ

ゼンテーションするなど考えている。なお、発表用の

パワーポイントもショーケース型電子ポートフォリオ

に保存することを考えている。

②　アセスメントの仕組み
アセスメントは、学修行動調査、学修成果調査、卒

業生調査など各種の学生調査と、授業内で行うアセス

メント調査の２つを柱として実施している（下図参照）。

卒業生調査では、雇用先に聞き取り調査を行い、本

学の学生に求めている能力、資質をデータとして整理

し、IRにフィードバックしている。また、雇用先で優

秀な学生のパフォーマンスを、評価指標としてルーブ

リック化し、そのような学生に近づくには、何が足り

ないのか分かるように、学修成果の把握を行ってい

る。

授業内アセスメント調査は、学年進行に応じた学修

成果を点検するために、アセスメント科目を必修化し

ている。個々の授業評価では、学修成果のレベルが明

確につかめないことから、３つの科目を各学部で指定

し、アクティブ・ラーニングを通じてどのような能力

が、どの程度身についているのか、複数の専門科目を

履修した成果を点検させることにしている。

入学時点、２・３年次、３・４年次の３段階で汎用能

力レベルを評価することで、入学から卒業に向けて、最

低３科目設定し、学生は卒業までに３回自己点検して

おり、最終的には卒業要件化を行う予定にしている。

③　アセスメント科目
アセスメント科目での課題や学修活動は、ルーブリ

ックに対応したものを用意している。ポートフォリオ

を用いた振り返りは、学生同士の相互評価をとりいれ

ており、アセスメント科目の担当者は、学生の振り返

り　や各種データに基づき、同僚教員と授業改善に向

けた話し合いを同僚会議で行っている。

アセスメント科目では、学期はじめに「学びはじめ

シート」と最初の状況を知る「自己評価ルーブリック」

を作成させる。学期途中では、「中間振り返りシート」

で到達目標への学びの調整を行わせ、学期終わりでは、

「リフレクションシート」と「自己評価ルーブリック」、

さらに、相互評価を通じて気づいたことを記録する

「自己成長記録シート」を作成させている。

自己評価ルーブリックは、教員が学生を評価するの

でなく、学生自身が学期のはじめと終わりに、自らの

成長変化を点検できるように、全学共通の指標を大学

で設定し、マークシートで行い、数値化して再利用で

きるようにしている。なお、全学共通の指標に加えて、

学部の判断により新たに指標を追加し、評価できるよ

うにしている。例えば、１年生前期の「学期はじめ

(共通)」のマークシートでは、大学生に必要な姿勢や

能力に関する指標として、４つの評価項目（「学びの

計画性」、「大学生としての自覚」、「学習者としての自

覚」、「新しい仲間作り」）の意義について読ませた上

で、高校までを振り返りながら、今の学生自身のレベ

ルに最も近い状況を選ばせる。また、経営学部では、

上記４つの指標に加え、「学期はじめ（経営）」として、

２つの指標（「メタ認知・自己調整力」、「経営学を学

ぶ意義」）を追加している。

２．相互評価文化の醸成
学生は、自己評価ルーブリックを用いて自分の汎用

的能力の伸長をグループ内で点検し、その結果を共有

して、互いに学びの取り組みを認め合い、さらなる成

長を励ます。教員は、学生の振り返りのデータに基づ

き、カリキュラムの効果を点検し、その結果を教員間

で共有し、質問形式による同僚会議で学生のさらなる

成長のために、教員として何ができるのか、話し合い

を通じて気づきをもたらす中で、チームで授業改善計

画を策定・遂行するようにしている。このように学生

側、教員側で成長志向の相互評価文化を醸成している

（下図参照）。

2
質問形式の同僚会議では、科目担当者から授業ポー

トフォリオに基づいた振り返りを行い、その上で振り

返りを踏まえて、メンバー全員でカリキュラム検討の

場とするため、意見を言う場としないように、質問す

るか、それに答えることしかできない中で気づきをも

たらすようにしている。
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３．質的向上に向けた研修の工夫
専任教員全員が、対象の１泊２日集中型の教員研修

を実施し、授業設計の基本を学び、アクティブ・ラー

ニングをとりいれた授業改善としてコースシラバスを

作るようにしている。研修の最後に、グループごとに

互いにシラバスを発表し、検討し合うことで、科目間

のつながりが意識され、カリキュラムとしての成果の

共有が進む。

研修の呼びかけに、最初は教員の反発があるが、研

修を受けると、日頃授業で困っている悩みが、互いに

出せる場となって満足するようになる。そして、シラ

バスに基づいた授業を実践し、その成果を次の学期は

じめに同僚と振り返る、いわゆるフォローアップ研修

が効果的である。また、教員がファシリテータになれ

なくても、SAを養成して代替する方法があることか

ら、SA(スチューデント・アシスタント)の質を均一化

する研修が必要となる。SAを通じて学生からの授業

に対する改善の声が聞けるなど、SAが良くなると、

教員もかなり刺激されて授業改善が進むという特徴が

あるので、教員の研修とSAの研修の取り組みをサポ

ートする体制を作る中で、ボトムアップの改善につな

げていくことが必要である。

【全体討議：主な意見交流】
向殿会長を座長に、宮川副会長、横浜国立大学曽根

氏、金沢工業大学河合氏、創価大学望月氏、井端事務

局長を交えて、最初は質疑から始めた。

［質問１］創価大学で「創造的人間の育成」を目指す
ために、企業に実施している卒業生調査のデータはど
のように活用しているか。

［回答：望月］企業では、締め切りを守らない、約束
を守らない、報告しないなど、以外と基本的なことで

つまづいているので、教育の中で体現できるように工

夫している。

［質問２］創価大学で実施している個人の自己評価、
学生相互による評価について、甘い・厳しいなどあり、
適正に評価できないという心配があるが、どうか。

［回答：望月］大変難しい質問と思う。実際は、教員
の評価と学生の評価の違いを見て、どうして評価が違

うのか、学生個人にワークさせればよいが、そこまで

達成できていない。

［質問３］金沢工業大学でICTの話とJABEE（技術者
育成に関る教育の認定）は共存できているか、現在で
もJABEEを卒業生に与えているのか、APとJABEEが
並列でいけるのかどうか。横浜国立大学ではどうか。

［回答：河合］JABEEは技術教育の最低質保証として

スタートしており、今回３ポリシーで求められている

質保証の実質化が現場レベルで混乱することもあり、

今後どのように対応していくのか、結論は出ていない

が、今のICTを考えた時にJABEEは非常に厳しい状況

に陥るのではないかと自分自身は思う。

［回答：曽根］横浜国立大学では、理工学部の建築系
の選考でJABEEをとっている。全学教育推進センター

に教育データ提供の依頼が来るが、今のところJABEE
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プログラムの中で不整合があったという話は聞いてい

ないので、ICTによる情報を活用していると理解して

いる。

次いで質疑を終了の後、教育の質的転換に向けた課

題として、ICTをどのように活用できるかについて意

見交流を行った。以下に主な論点を整理してみた。

［論点１］ 学士課程教育の質的転換について、経営環
境が急速に悪化する中で、ICTの活用をどのように認
識していくべきか。

［意見：宮川］ ICTと経営の問題について、青山学院

大学社会情報学部で感じる中での問題として、ICT化

が経営サイドから遠くにあり、経営的な組織活動の中

に情報化として適切な形で組み込まれていかない現実

がある。ICTを活用すれば経営でも役立つ面が多々あ

ると思うが、チャンスを失っている。

［意見：井端］大学の人、物、資金、情報という資源
の活用を、経営に最適化することが今求められている。

ICTで教育データを組み合わせ、学生の学修行動を分

析・予測する中で、次善の策を考えていくことが必要

で、金沢工業大学の取り組みのように、ICTを活用し

て一人ひとりの修学状況を把握し、早期退学者を未然

に防止するなど、大きな役割がある。

［意見：向殿］教育の質的転換、質の向上にICT、情報

システムは効率的であるが、経営側から見ると効率的

に活用していないのではないか。経営、教育に組み込

んで、資源の最適化を図ることが重要になってくるの

ではないか。

［論点２］大学の経営執行部は、IRシステムをどの程
度理解し、支援しているか。

［意見：河合］ 経営方針に直接IRデータを提示して、

提言はしていないが、一部の課題について問題解決に

役立てている。例えば、高校卒業時における調査書の

学力レベルを引き上げることにより、質が向上する提

言を行い、受け入れられてきた。

［意見：宮川] 　IRシステムは、コンピュータシステム

として認識していない。教育活動の中で、どのような

情報が教員や学生の活動を活性化するのに有用なの

か、そのためにどのような能力が求められるのか、な

どの視点でIRの仕組みを考える必要がある。

［意見：曽根］横浜国立大学では、執行部の副学長か
ら中期目標などの作成にIRデータが活用されており、

理解がある。しかし、センターの現場でデータ作成等

に十分応えられていない問題がある。

［総括：向殿］今後10年後に若者一人ひとりが主体的
に社会に参画し、活躍できるよう、我々大学関係者は

自己犠牲を厭わず、学生を支えていくことが使命では

ないかと考える。

毎年、学生が社会に巣立っていくことを考えると、

待ったなしの感が否めない。ここに参集の大学が、教

育イノベーションの連携を深めて、未来を担う若者に

「希望」と「自信」を持たせられるよう、その実現を

目指して、全体討議を閉じさせていただく。
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関連情報提供

１．ICTによる分野横断型フォーラム授業の構想
（１）構想の背景と意義
様々な分野で世界に通用する新機軸や新しい発想が

求められており、知識を組み合わせ、知恵を創り出す

学修に転換していくことが重要となる。異なる分野の

学生や専門外の人を交え、これまでの常識や枠組みに

とらわれず、インターネット上で多分野の学内外教員

及び社会の有識者を交え、多面的・俯瞰的に捉える学

びの経験を行う中で、知識を統合し、発想・構想して

いく分野横断型の学修が必要となる。

（２）ICTによる分野横断型フォーラム授業の仕組み
ここで提案する授業は、未来を切り拓いて行く意欲

のある主体性を持つ、基礎知識の修得を終了した学生

で、希望学生を対象に選抜して行う。授業の形態は、

単位の修得を目指すのではなく、多面的に問題を捉え、

論理的・合理的な思考を繰り返す中で、本質を見抜く

訓練を目指す。授業方法は、国又は社会で抱えるテー

マについて、インターット上で異なる分野の有識者間

とフォーラムを行い、それをビデオ収録して教材とし、

インターネット上にチームを編成して議論する。有識

者による助言・評価を通じて、振り返りを行い、最適

な解をとりまとめ、公表する。学修環境は、学内又

は拠点大学のLAN上に学修ポータルを形成し、スカイ

プやチャットなどを多用する。教員の役割は、問題の

設定、有識者の選定、録画教材を用いたアクティブ・

ラーニングの授業運営に徹する。

（３）モデル授業の概要
①「市民性の涵養を目指した法政策フォーラム型

授業」の提案
従来の法学教育は、法律の専門知識の伝授に主眼が

おかれていたが、今日では様々な法的な問題に対応で

きる人材の養成が求められてきている。それには分野

の異なる多様な人達と、様々な視点から問題を多角的

に分析し、対話する中で批判的に物事を捉え、市民の

立場から法律を理解し、活用できる市民性の涵養を目

指した「市民に開かれた法政策フォーラム」を検討し

ている。

市民の多くが疑問に思っている法律上の重要問題に

ついて、ネット上で有識者間の討論を行う。授業では

有識者間の討論を教材にして、法学を含む異分野の学

生にLMS等を用いて学内フォーラムで議論・考察を行

わせる。テーマとしては、例えば「自動運転車両によ

る交通事故の責任のあり方」などが考えられる。

り、日本学術会議での医学教育分科会では医学と歯学、

薬学、看護等の多くの分野が緊密に連携したチーム医

療の確立が指摘されている。医療人として患者中心の

医療を進めるには、多面的な視点から問題を整理し、

自職種の限界を知り、多職種の視点を組み合わせる中

で、最適な解決方法を合理的に見出すクリティカル・

シンキングによるチーム学修が重要となる。

例えば、「超高齢社会で健康長寿社会の実現」をテ

ーマに、地域社会の保健、医療、福祉、行政、法律な

どに関連する有識者間のフォーラムをネット上で実施

し、多学部・多学科の学生に教材として多面的な知見

を提供する中で、ネット上で問題をマッピンッグして

整理し、課題を設定してグループで問題解決に向けて

議論するPBL教育を検討している。

②「知識の創造を目指した多分野連携によるフォ
ーラム型授業」の提案

厚生労働省の健康施策として、「臓器型」モデルか

ら「全身健康管理型」モデルへの移行が要請されてお

２．学修ポートフォリオ情報の活用対策と教職
員の関り方

（１）授業の有効性を点検・評価するための学修ポー
トフォリオ活用の留意点

カリキュラムと授業との整合性を点検・評価し、学

士力育成の観点から授業価値を振り返り、授業内容の

改善、又は授業科目の調整に取り組むことが求められ

ている。具体的には、教員による授業デザイン、授業

マネジメントの自己点検が必要となるが、教員の視点

による授業づくりに限界があることから、学生の視点

や学内外教員、社会の意見を反映した授業マネジメン

トが望まれる。有効性を評価する視点としては、「教

室外の学修時間数と学修行動の把握」、「授業理解度の

把握」、「can doリストによる知識・技能・態度の把握」、

「主体性・多様性・協働性の把握」が考えられる。そ

の上で、学修ポートフォリオと授業評価アンケートを

組み合わせて、学士力の定着状況を総合的に点検する

とともに、ティーチング・ポートフォリオとマッチン

グして、授業の貢献度合いの観点から、授業科目の価

値を振り返ることが望まれる。

（２）授業価値を振り返るためのティーチング・ポー
トフォリオの導入

学生に学びの振り返りとして学修ポートフォリオを

求めているように、教員にも授業成果に対する振り返

りを求め、次の授業に向けてのPDCAを繰り返す中で、

授業改善を図る必要がある。しかし、ティーチング・

ポートフォリオを組織的に導入している大学は、本協

会加盟校の調査によれば、平成26年度時点で全学も

しくは、一部の学部・学科で42校約２割、29年度は

67校約３割と少なく、今後大学として避けて通れな

い課題として、教員一人ひとりに授業の自己点検・評

価を習慣化する取り組みについて、理解の促進を行う

必要がある。

現在、導入しているティーチング・ポートフォリオ

の多くは、「教育の責任・責務」、「教育の理念と目的」、

「教育の方法」、「成果と評価」、「今後の教育目標」、



「具体的なエビデンス」など教員の教育業績の有効性

を記録・表現した回顧録のようになっており、振り返

りを習慣化して授業改善に活用する仕組みになってい

ない。教員にとって記録し易いものであり、またそれ

を利用する側にとって分かり易い、負荷がかからない、

便宜的なシステムが望まれる。

そこで、下図のように簡易的なティーチング・ポー

トフォリオを考えた。学修ポートフォリオに掲載の

「学修到達度の自己点検・評価」、授業評価アンケート

に掲載の「授業内容と取り組みへの評価・意見」、教

務システムに掲載の「試験結果」をティーチング・ポ

ートフォリオのポータルサイトに一覧できるように表

示し、今後の改善点をコメントできるようにする。さ

らに、その改善点を次年度のシラバスに自動的に掲載

できるポータルサイトをイメージした。
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るか」、「学生が希望する能力を身に付けることができ

るようになっているか」など、教学IRデータに基づき、

レ－ダチャートなどで可視化し、ディプロマポリシー
とカリキュラムポリシーとの整合性が点検・評価でき

るようにすることが望まれる。また、教員及び担当職

員が日常業務の一環として意識することなく、教学IR

データを用いて点検できるように習慣化していくこと

が肝要である。その上で、学士力の実現に向けた議論

を学内のFD担当教員及びSD担当職員、ファシリテー

タの代表学生、企業・地域社会の主要な関係者と連携

して、多面的に行える場を設けることが望まれる。

３．経営執行部の情報セキュリティに対する取組み
サイバー攻撃などによる情報セキュリティの問題

は、社会・経済全体にも波及する可能性があることか

ら、全構成員が意識を共有し、組織的に取組むことが

できるよう、経営執行に携わる役員のリーダーシップ

が、極めて重要である。

その対策として、４つの取り組みを考えた。

一つは、サイバー攻撃による情報資産・金融資産の
脅威に対する危機意識の共有化を推進する。理事会で
サイバー攻撃への防御を全学的課題として意思決定

し、サイバー攻撃による脅威の認識を徹底する。構成

員一人ひとりが防御意識の持続化を図れるように、振

り返りをさせる仕組みが必要で、自己点検・評価の結

果を踏まえて、全学的な取り組みについて見直し・改

善することが重要となる。

二つは、学内ルールの構築と周知徹底を行う。情報
セキュリティポリシーに関する取り扱い基準の構築、

構成員全員にサイバー攻撃に対する最小限度の行動基

準を作成し、理解を徹底する。情報資産の所在を明確

化し、情報資産別に被害の重大性を想定して防御の仕

方を共有しておく。請負業者についても、情報セキュ

リティの問題意識を、職務責任として契約などで明確

化しておく。攻撃を受けたときの緊急対応として、被

害の拡大を防ぐために、ネットワークの切断などの初

動対応について予め定めておく。

三つは、防御体制の構築と点検評価を徹底する。統
括責任者の役割と権限を明確化した上で、防御に関

する取り組み対策のとりまとめ、点検・評価のガイド

ラインを検討する「情報セキュリティ委員会」の設置、

防御の実施と点検・評価の徹底を働きかける「情報セ

ンター等部門」の充実、危機管理マネジメントの内部

統制組織として機能する「情報セキュリティ委員会」

の設置が必要となる。

四つは、教職員に対する教育や模擬訓練の実施と徹
底を行う。全学的な呼びかけによる危機管理研修が不
可欠で、サイバー攻撃の事例を通じて、脅威に関する

認識を徹底し、脅威に遭遇した時の緊急対応の模擬訓

練を行う。最小限度心がけておくべき対応として、不

審メール見極めの模擬訓練の体験、ウイルス拡散、機

密情報の外部への漏えい、システム破壊などの被害の

知識共有化、被害防止意識の向上、 被害の拡散を防

ぐため、相談・連絡手順の修得が望まれる。

４．情報セキュリティベンチマーク評価のガイ
ドライン

（１） ベンチマーク評価の視点
アウトカム評価に不可欠な要素を設定し、点検項目

及び対策内容について見直しを行い、昨年度の51項

目から23項目に選別し、情報セキュリティの対応状

況を一覧できるようにした。とりわけ、大学執行部の

関与を重視し、その上で情報資産の把握、組織的な対

応、技術・物理的対応との関係性をマッチングするこ

しかし、米国のテニュア制度のようなインセンティ

ブがないので、多くの参加が期待できない。教員の主

体性に依拠することから、業績評価として義務付ける

ことは現状では適切でなく、理事長または学長表彰な

ど教員の教育業績の顕彰制度の中で活用することが得

策としている。

（３）学修ポートフォリオによる教育プログラム有効
性の点検

ディプロマポリシーに掲げる能力が教育プログラム

として機能しているかを点検・評価するには、学修ポ

ートフォリオと教学データを組み合わせた教学IRを整

備する中で、学士力の達成状況を総合的に把握するこ

とが必要となる。例えば、各授業科目の到達度状況を

集計した学修ポートフォリオと成績評価、能動的学修

の実施状況、学修成果の評価、資格取得状況、課外活

動状況などのデータを組み合わせ、教育プログラムと

しての機能を点検・評価することを通じて、科目の統

廃合などカリキュラム編成の見直しなどが可能となる。

（４）学修ポートフォリオによる学生の負荷軽減のた
めの教学マネジメント対策

アクティブ・ラーニングを全ての科目で実施する

と、事前・事後学修の時間確保が極めて困難になる。

学年当りの授業科目数は、平均で10科目前後となっ

ており、それに必要な教室外の学修時間は１日平均８

時間程度となり、教室授業の学修時間と合わせると過

密になり現実的ではない。授業科目数が欧米の４科目

から５科目に比べ、２倍以上多い。学生の学修時間を

考慮した授業科目の規模について、授業科目の調整・

統合または新規科目設置などの見直しが必要となる。

教員中心の授業科目編成から、学位プログラム中心の

科目編成に転換することが必然的になる。学部学科組

織の中で科目の役割を再点検し、学士力を身に付ける

ために真に必要な科目の内容を再設定し、複数教員に

よるチームティーチングなどの工夫が必要となる。

（５）教職員の行動変革を推進する取り組みの留意点
教育の質的転換を全学的に進めていくには、「大学

の教育活動が社会の要請に応えられるものとなってい
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とにした。

（２）ベンチマークによる対応状況の確認
「経営執行部の情報セキュリティに対する取り組み」

に30点、「重要な情報資産の把握と管理対策」に20点、

「組織的・人的な対応」に20点、「技術的・物理的対策」

に30点を配点し、重み付けを行った。経営執行部の

取り組み状況から、一貫した情報セキュリティ対策の

活動を自己点検・評価し、不足している取り組みにつ

いて組織的に計画・行動できるようにした。

（３）情報セキュリティの改善に向けた対策
ベンチマークリストによる評価結果にもとづき、各

大学が今後改善に向けて取組むべき対応、及び個別の

対策について、どのように改善行動を進めていくべき

か、参考となる取り組みについて、以下に「４つの視

点で重視すべき改善対策」、「自己点検・評価結果を受

けた段階的な改善行動」を例示する。

【４つの視点で重視すべき改善対策】
①　危機意識の共有化対策
情報セキュリティの脅威となる事象がもたらす

被害の重大性について全学的に理解を普及し、大

学構成員一人ひとりが危機回避のために気づきが

できるよう、周知徹底を意思決定する。

脅威となる事象の被害事例を説明し、自大学で

起きた場合のリスクを想定して、大学構成員一人

ひとりが心得るべき気づきを促す。学内外の情報

セキュリティ研修会参加の義務化、FD・SD、教授

会、職員会議などでの定期的な情報提供、Webサイ

トや学内文書による定期的な情報提供、学部・学

科の履修説明会など、学生に対する注意喚起が考

えられる。

②　構成員に学内ルールの周知徹底と遵守の対策
IPA（情報処理推進機構）の情報セキュリティに

関する脅威や対策などの映像コンテンツを学内LAN

で強制的に視聴させる他、学内ルールの遵守状況

をアンケートで確認する。

③　情報セキュリティに関する意思決定や脅威と
なる事象に対応する組織

統括責任者の役割と権限を明確にした上で、専

門の委員会が危機管理マネジメントの内部統制組

織として機能できるよう規定化する。その上で、

インシデントに緊急対応する権限や防御の仕方及

び外部機関や業者と情報の交換・共有をする組織

を設置する。

④　重要な情報資産の把握対策
職員は、組織的に重要な情報資産に対するアク

セス制御及びリスク評価を義務付ける。教員は、

情報資産を研究室単位で管理するために、情報資

産の一元管理、アクセス制御、ネットワーク制御

の実施を行うか、あるいは学内クラウドのように

全学一元管理システムとしての利用がある。

⑤　教職員への危機意識の対策
パソコン画面に「メール開封時の注意喚起」を

掲示し、注意履行の確認を行わせる仕組みを設け

る。「不審メール見極めの対策」としては、ウイル

ス拡散、機密情報の外部漏洩、システム破壊など、

被害の重大性について認識できるよう、学科単位、

部署単位の関係代表者を対象にワークショップな

ど見極め対策を行う必要がある。

⑥「不用意な情報漏洩対策」
大学構成員がUSBなどで重要な情報資産の持ち出

しできないよう規定し、システム上で禁止対策を

講じておく必要がある。

【自己点検・評価結果を受けた段階的な改善行動】
①　ベンチマーク評価の中で検討中または対応し

ていない場合
危機意識が不足していると思われるので、情報

セキュリティの脅威に関心が集まるよう、情報セ

ンター等部門または委員会などで、私情協や報道

関係の資料を学内に発信する取組みを早急に始め

る。「情報セキュリティポリシーなど学内ルールを

策定していない場合」は、私情協のWebサイトに掲

載されている他大学の規定を参考にセンター等部

門または委員会組織で早急に策定する。

②　経営執行部が直接関与していないが、情報セ
ンター等部門で対応している場合

執行部に対して、脅威となる事象による被害の

想定、情報セキュリティに関する映像コンテンツ

を用いて、大学として対応すべき対策の重要性に

ついて説明する。その上で、大学として取組んで

いるベンチマークの評価結果を踏まえて、問題点

を抽出し、不足している対策の認識を共有する。

③　経営執行部が関与している場合
ベンチマークの評価結果で不足している対策の

他大学及び他機関での対応状況を踏まえ、改善計

画を提案し、予算化を含めて実現に向けた行動準

備を計画的に進める。その際、最適な改善計画を

整備するために、他大学及び他機関との情報共有

の仕組みを構築しておくことが必要となる。

５．平成27年度教育への情報化投資の実態
加盟校218大学の約９割、86短期大学の約６割にお

ける教育研究部門の情報化投資(人件費を除く物件費)

の実態は、中央値で大学平均は約２億４千万円と26

年度と同額に近い規模であった。短期大学は、２割程

度の増となっていた。

クラウドの利用状況は、７割が利用しているが、中

央値で大学400万円、短期大学50万円となっており、

メールを中心とした利用に留まっている。なお、１千

万円以上の大学は利用大学中の２割で、１億円以上は

４大学、最高で３億６千万円、短期大学では１千300

万円であった。

区　分
１大学当り
（中央値）

学生１人当り
（中央値）

【大学】
Ａ（入学定員３千人以上）

254,163 ↗ 7.1 ↘

Ｂ（２千人以上３千人未満） 74,998 ↘ 6.2 ↗

Ｃ（２千人未満自然科学含） 30,176 ↘ 6.7 ↗

Ｄ（２千人未満人文科学含） 21,326 ↘ 5.0 ↗

Ｅ（自然科学単科大学） 51,352 ↗ 10.9 ↗

Ｆ（社会科学単科大学） 8,918 ↘ 3.3 ↘

Ｇ（人文科学単科大学） 12,098 ↗ 6.7 ↗

Ｈ（医歯薬単科大学） 14,358 ↘ 17.7 ↗
Ｉ（その他単科大学） 16,419 ↘ 7.0 ↘

大 学 平 均 51,149 ↗ 6.0 ↗

短 期 大 学 平 均 2,630 ↘ 4.8 ↗

大学規模別　教育研究部門の情報投資額

（単位：万円）


